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尼崎城址公園の管理運営に関する事項 

 

Ⅰ 趣旨 

この要項は、尼崎城址公園の管理業務の細目について必要な事項を定めるものとする。 

 

Ⅱ 基本的事項 

  指定管理者（以下「乙」という。）は、管理業務を実施するに当たっては、法令等（尼崎市の

条例等を含む。）及び基本協定を遵守するとともに、尼崎市（以下「甲」という。）の指示に従

い、次の各号に掲げる事項に沿って行わなければならない。 

⑴ 尼崎市都市公園条例及び尼崎城址公園の設置目的に基づき、適正な管理運営を行うこ

と。 

⑵ 住民の平等利用を確保するため特定の団体及びグループに対して、有利あるいは不利

になるような取扱いをしないこと。 

⑶ 利用者の意見や要望を管理業務に反映させること。 

⑷ 効率的かつ効果的な管理業務を行い、経費の節減に努めること。 

⑸ 尼崎城址公園が最大限有効活用されるよう利用促進に努めること。 

⑹ 尼崎城址公園内の施設・設備等を良好な状態に保つよう努めること。来園者が安全か

つ安心して利用できるよう適正管理と保守点検に努め、万が一、危険箇所等を発見し

た場合は、迅速かつ的確に処理すること。 

⑺ 住民参加が図れるよう努めること。 

⑻ 甲と密接に連携を図りながら管理運営を行うともに、甲の施策・事業及び一般社団法

人あまがさき観光局の事業等に対して積極的に協力するよう努めること。 

⑼ 管理業務に係る個人情報については、個人情報保護法等に基づき、適切な管理のため

に必要な措置を講じるとともに、管理業務以外の目的のために利用しないよう厳重に取

り扱うこと。 

⑽ 尼崎城周辺エリア一帯で魅力を発信する業務等、市の観光施策に関する取組について

積極的に協力するよう努めること。 

 

Ⅲ 管理業務の対象となる施設の範囲 

  乙が管理業務を行う施設の範囲は、「資料 5-1 指定管理範囲」のとおりとする。 
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Ⅳ 指定管理者が行う業務 

⑴ 施設運営事業 

① 開業準備業務 

事業計画書策定、組織体制構築、運営マニュアル作成など 

② 利用許可及び入城料等収受業務 

ア 行為の許可等に係る業務 

尼崎市都市公園条例（以下「公園条例」という）及び尼崎市都市公園条例施行規則（以

下「公園規則」という」に基づく尼崎城天守及び駐車場、公園について、本施設の公正

かつ適正な管理を行うために、別添「資料 5-2 尼崎城址公園においてする行為の許可基

準」に沿って許可すること。 

イ 使用料等の徴収、減免及び還付等に関する業務 

公園条例及び公園規則に基づき、使用料の徴収、減免及び還付等に関する業務を行う。 

なお、収納金の処理方法について以下のことに留意すること。 

・尼崎城天守入城料及び物品の売上による収納は、１台のレジスター及び１台の券売

機（尼崎城天守入城料のみ）を使用できるものとする。（レジスター及び券売機は甲が

設置） 

・尼崎城址公園駐車場料金の収納は、甲が設置する駐車場料金の収納機器により出

庫の際に徴収する。 

・公園内の行為による使用料の収納は、行為の許可の際、公園条例別表第２に規定す

る使用料を徴収することとし、必要に応じて領収書を利用者に交付すること。 

・収納した使用料は、１か月分以内を取りまとめ、毎月終了後直ちに甲が指定した収納

金の納付書により、甲が指定した金融機関に払い込まなければならない。 

・収納した使用料に伴う利息が生じた場合は、利息が付いた月に収納した使用料と併せ

て納付しなければならない。 

・毎月歳入事務にあたっては、甲が別に定める使用料徴収事務実績報告書等を作成し、

翌月の１０日までに報告しなければならない。 

③ 案内巡視業務 

ア 尼崎城天守 

入城者に対する天守内の誘導・案内を行うほか、展示物の説明、公園及び周辺観光地・

施設の案内を行うなど、観光サービスを提供することを目的とする業務を行う。天守等

の安全性並びに展示施設としての環境を確保し、供用時間には天守入城者の監視・案内
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を主務として、天守内の秩序維持に努める。 

なお、天守案内等について以下のことに留意すること。 

・案内スタッフは、尼崎城の雰囲気に相応しい格好、衣装で案内を行うこと。 

・天守案内や外国人向けの各展示解説文などについては、必要に応じて解説文等を追加

すること。 

・入城者へ貸し出す物品（外国人向けペン型多言語解説機など）は、盗難や破損の防止

に努め適切に管理すること。 

・尼崎城天守１階に設置された尼崎城天守を模したポストについては、閉館後確認を行

い、郵便物がある場合は、尼崎城天守で受けたことがわかるようにしたうえで、最寄

のポストに投函すること。 

イ 一般園地 

公園利用案内・受付、要望・苦情対応、園内施設管理、関係機関等との各種連絡調整

など、公園の利用に関する業務 

・公園内巡視、利用指導及び施設点検は、利用者が安全かつ快適に利用できるよう配慮

して行うこと。 

・不適切な公園利用を行っている者及び明らかにその恐れがあると認められる者を発見

した時は、直ちにこれを制止して、適正かつ安全な利用を行うよう指導すること。 

・公園利用者の適正な利用が妨げられている場合は、甲と協力して必要な措置をとるこ

と。 

・遺失物の発見、届け出があった場合は、遺失物等台帳を作成し、原則として所管の警

察署に届け出るなど適切に対応すること。 

・紛失の申し出があった場合には、本人確認後引き渡し、又は警察への案内など適切に

対応すること。 

・園内に残置された自転車等で持ち主が不明であり、明らかに廃棄されたと判断される

ものについては、一定期間保管した後、処分すること。 

・投棄物についてはすみやかに除去すること。ただし、投棄物として疑義がある場合は、

一定期間、撤去要請の告示（張り紙）をした後、所有者が不明の場合に処分すること。 

・兵庫県の受動喫煙防止等に関する条令において、都市公園内は喫煙をすることが出来

ない区域に指定されているため、区域内での喫煙に対する啓発指導に努めること。 

・野宿生活者及びホームレス等の対策を行うこと。テント、小屋掛けなどによる不法占

用行為の早期発見に努め、そのおそれがある場合は、直ちに注意を行うとともに、市
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に状況報告を行うこと。 

・施設内の清掃やごみ回収などにより収集したごみの処分に際しては、一般ごみとリサ

イクル可能な資源ごみである缶、ガラスびん、ペットボトル等にそれぞれ選別し、資

源ごみのリサイクル化に努めること。 

・資源ごみのリサイクル処理に伴う残渣及びその他のごみの処分は、関係法令に基づき、

適正に処理すること。 

・芝生部分については毎日 7時に管理設備を開錠し、毎日 19 時には施錠すること。 

 なお、イベント等により必要に応じて時間を変更する場合があるため、その際は双方

協議の上、決定する。 

・夜間警備として、1 週当たり平日 2 日、土日 1 日の 3 回にて 1 時間の巡視を行う。巡

視時間については 21 時～24 時の間にて行う。 

 

④ 駐車場管理運営業務 

不法駐車車両に対する指導など駐車場を円滑に利用できるよう努めること。なお、混雑

が予測されるときは、尼崎市立城内地区自動車駐車場などを適切に案内し対応すること。

また、駐車料金収納機器等の管理、施錠を行うこと。 

・営業時間  24 時間 

・休業日  なし（年中無休） 

・駐車場の利用及びその制限に関する業務 

 ア 駐車場利用者案内及び問い合わせへの対応 

 イ 使用許可できない車両等への対応 

 ウ 車両の出入統制、駐車車両の保管及び利用者に対するサービスに関すること。 

 エ 長期駐車車両への対応 

 オ 駐車場の管理に関して保有する個人情報の保護 

・料金の徴収、減免及び還付に関する業務 

 ア 駐車料金の徴収及び納付 

・駐車場の施設及び付属設備の維持管理に関する業務 

 ア 電気設備、機械設備 

 イ 駐車場内及び管理範囲内の清掃及び巡回 

 ウ 駐車場内及び管理範囲内の事故対応、防犯及び防災対策 

 エ 施設修繕 
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・その他市長が必要とみとめる業務 

 

⑵ 施設維持管理業務 

  公園内を良好な状態に保つため、日常の維持管理及び自主点検、法令等で定められた法定

点検等を実施するものとする。 

 ① 自主点検 

    市が定める公共施設保全マニュアル（点検編）をもとに、日常点検、定期点検、臨時点

検を実施し、その結果を甲へ報告すること。 

② 建築基準法第１２条に基づく点検 

建築物定期点検業務（３年に１回）及び建築設備定期点検業務（年に１回）、建築基準法

第１２条第２項及び同条第４項に基づく点検を実施し、その結果を甲へ報告すること。 

③ 尼崎城天守シャッター総合点検業務 

シャッター設備が正常な機能を維持するよう設備の点検を行うとともに、設備の耐用年

数を延伸することを目的として総合点検業務を行う。建築基準法及び消防法上、必要と認

めたものについては実施し、その結果を甲へ報告すること。 

実施にあたっては、入城者の妨げとならないよう、供用時間外に実施すること。 

○ 対象機器内訳書 

設備名 数量 

防火シャッター ６台 

防火戸 ９台 

④ エレベーター保守点検業務 

尼崎城天守のエレベーター施設について、良好な運転環境を維持し、入城者が常に快適

で安全に利用できるよう、エレベータの保守点検業務を実施し、その結果を甲へ報告する

こと。なお、原則として、機器メーカーが定めた安全上の基準に則り点検を実施する。 

実施にあたっては、入城者の妨げとならないよう、供用時間外に実施すること。 

  ⑤ 自動ドア保守点検業務 

    尼崎城天守の自動ドアについて、良好な運転環境を維持し、入場者が常に快適で安全に

利用できるよう、自動ドアの保守点検を実施し、その結果を甲へ報告すること。なお、原

則として、機器メーカーが定めた安全上の基準に則り点検を実施する。 

実施にあたっては、入城者の妨げとならないよう、供用時間外に実施すること。 

 ⑥ 自家用電気工作物保安管理業務 
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電気事業法の規定に基づき自家用電気工作物の保安業務を実施するものとし、定められ

た保安規定（「自家用電気工作物の保安業務委託細目書」、（点検、測定及び試験の基準）参

照）に基づく保安業務を誠実に履行するものとする。なお、以下の点に留意すること。 

ア．設置者（甲）は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあた

り、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。 

イ．自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者（乙）は、電気主任技術者と

して選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。 

ウ．電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関

する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 

  ⑦ 尼崎城天守消防用設備等保守点検業務 

消防用設備は、常に正常な機能を維持するような設備の点検を行うとともに、設備の耐

用年数を延伸することを目的とする。 

また、以下は消防用設備の大要を示したものであるが、記載のない事項であっても消防

用設備上、必要と認めたものについては実施し、その結果を甲へ報告すること。 

（参考）主要機器一覧 

設備名及び規格 数量 設備名及び規格 数量 

（１）自動火災報知設備 （５）屋内消火栓設備 

受信機 Ｐ型１級  ／４０回

線 

１台 加圧送水装置（補助加圧ポンプ含

む） 

２個 

P 型１級発信機 ５台 呼水装置 一式 

差動式スポット型感知器 ３５個 屋内消火栓 ５台 

定温式スポット型感知器 ３個 水源 一式 

煙感知器 ２９個 

（６）非常用放送設備 

表示灯 ５灯 

消火栓起動装置 一個 増幅器 １台 

（２）消火器 

スピーカー回路 ５回線 

音量調整装置 １個 

泡消火器  １０型 ７本 

（７）防火・排煙設備 泡消火器  １００型 １本 

（３）誘導灯 
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防火ダンパー １０個 

誘導灯 ３４灯 

（８）非常電源専用受電設備 

（４）避難器具 

高圧受電設備 １式 

はしご ４個 保護継電器盤（過電流） １個 

 保護継電器盤（地絡） １個 

 

  ⑧ 尼崎城天守空調設備保守点検業務 

空調設備及び換気設備は、定期的に点検及び運転調整作業を行い、正常かつ良好な作動

状態を維持するために保守点検を実施し、その結果を甲へ報告すること。 

○ 対象機器内訳書 

設備名 数量 

空調機 室外機 ８台 

空調機 室内機 １８台 

換気機器 隠蔽型（全熱交換器） １０台 

換気機器 天井カセット型（天井埋込型換気扇） ８台 

換気機器 デリベントファン（ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊埋込） ５台 

 

⑨ Free Wi-Fi 運営管理業務 

尼崎城天守各階において供用している Free Wi-Fi を運営し、管理を行うこと。 

  ⑩ 自動体外式除細動器（AED） 

    自動体外式除細動器（AED）を乙が設置し、常に使用できる状態に保守管理すること。 

    また、１ケ月に１回程度インジケータ（AED の状態を確認するためのランプや画面）の

表示確認を行い、AED 本体を含む必要付属機器の耐用年数を超えないように定期的に交換を

行うこと。なお、使用後には必ず点検を行うこと。 

⑪ 駐車場管制機器保守管理業務 

年１回以上メーカーによる点検を実施し、消耗品の補充を適宜行うこと。なお、駐車場

の方式はフラップ式で、屋外に精算機１台を設置している。機器の故障の際には、早急な

現状復旧ができるようにすること。 

⑫ 尼崎城天守展示保守点検業務 

尼崎城天守の展示施設について、良好な展示環境を維持し、入城者が常に快適で安全に
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利用できるよう、展示の保守点検業務を行うこと。 

詳細については、「１ 尼崎城天守展示保守点検業務仕様書」のとおりとする。 

⑬ 尼崎城天守機械警備保安業務 

機械警備保安業務については、現在の条件と同様の条件（仕様・契約額）を引き継ぐこ

と。 

⑭ 尼崎城天守清掃管理業務 

入城者が常に快適で安全に利用できるよう、常に清潔感を保持するよう努めること。ま

た、甲が美観上必要と認めた作業については、乙は契約金額の範囲内で実施しなければな

らない。 

詳細については、「２ 尼崎城天守清掃管理業務仕様書」のとおりとする。 

⑮ 一般園地の維持管理業務 

詳細については、「３ 尼崎城址公園（一般園地）維持管理業務仕様書」のとおりとする。 

  ⑯ 情報発信業務 

    尼崎城への誘客を図るため、ホームページやＳＮＳの運用やメディア対応等の情報発信

等を実施する。 

    なお、事業を実施するにあたっては市と事前に協議すること。    

   

 Ⅴ その他、施設の管理運営に必要な業務 

① 乙は利用者の要望等を管理運営に取り入れるよう努めること。 

② 接遇や救急救命講習等の管理運営において必要な研修を行うよう努めること。 

③ 甲が臨時的に修繕や点検が必要と判断した場合や災害発生等の特殊な事情により施設を

利用する必要が生じた場合には、甲が施設の利用を制限する場合がある。 

④ 使用料の徴収及び保管、事業費等の支払、予算、決算などの経理及び契約書など文書管

理を適正に行うこと。 

 ⑤ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）の対応については甲乙協議の上実施すること。 

 ⑥ 新型コロナウイルス感染症対策のため、備品等の適宜消毒や入城時の体温測定などを徹

底すること。その他の感染症対策については、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」に基

づく適切な対応を行うこと。 

⑦この仕様書に定めのない事項については甲及び乙の双方で協議のうえ定める。 

以 上  
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１ 尼崎城天守展示保守点検業務仕様書 

１ 目的 

この業務は、尼崎城天守の展示施設について、良好な展示環境を維持し、来館者が常に快適

で安全に利用できるよう、展示の保守点検業務を行うことを目的とする。 

２ 業務内容  

展示を維持していくために必要な展示物の管理を対象とし、展示の改良および再製作、主

たる機器類の補充・交換および予測できない大規模な補修は対象としない。  

⑴ 定期点検（月１回程度） 

① 造作物  

・吊物（天井吊元ボルトナット、ワイヤー等）のゆるみ点検、調整  

・床、展示什器の破損点検 

・取付金具、接着等のゆるみ点検、調整 

② 映像音響機器等 

・映像音響の点検、調整。演出照明機器の点検、調整 

③ グラフィック  

・剥がれ、破損、めくれの点検、補修  

④ 造形物  

・展示物の点検、補修、清掃  

・取付金具、接着等のゆるみ点検、調整、補修  

⑤ 消耗部品  

・ランプ類等の消耗品および小部品の補充、交換 

⑵ 緊急点検 

機器類の不具合等が生じた場合、点検を実施する。 

３ 経費の負担 

⑴ 業務に必要な工具、機器及び消耗品については受注者が用意し、これに係る費用について

は、受注者の負担とする。 

⑵ 映像機器類の部品交換、持ち帰り修理及び代替品との交換は別途精算とする。ただし、軽

微なものについては本業務に含む。 

⑶ 点検の結果、特に高度な技術が必要なものあるいは大がかりな補修が必要なものについて

は、市に随時報告し、技術的な助言を行う。 
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４ 報告 

点検終了後、報告書を提出し、市の承認を受けるものとする。 

５ その他 

⑴ 保守点検は、原則として休館日等、展示運営に支障のない日時に行うものとする。 

⑵ 修理や点検の目的で展示装置を館外に持ち出す際は、その期間展示運営に支障を来すこと

のないよう、代替品を設置すること。 

⑶ 業務の実施にあたっては、利用者及び作業者の安全確認と事故防止に努めること。 

以 上 

展示設備一覧（映像音響設備のみを抜粋） 

箇所・内容 数量 単位 作業内容 

■1階附櫓 床打ち映像 DLP レーザープロジェクタ 2  台 

映像音響の点検、調整 

 

    短焦点型ズームレンズ 2  台 

    再生機 2  台 

    アンプ 1  台 

    シーリングスピーカ 4  台 

  映像 可動式スクリーン 1  台 

    プロジェクター 1  台 

  館内 BGM 音源用カードプレーヤ、アンプ 各 1  台 

    シーリングスピーカ 6  台 

■2 階天守 鉄砲でドン 65 インチ液晶モニタ 1  台 

    デスクトップＰＣ 1  台 

    ＵＰＳ 1  台 

  剣術体験 65 インチ液晶モニタ 2  台 

    デスクトップＰＣ 3  台 

    ＵＰＳ 3  台 

  城縄張りパズル 21.5 インチタッチモニタ 1  台 

  マニュアルＶＲ デスクトップＰＣ 3  台 

    30 インチモニタ 3  台 

    ＵＰＳ 3  台 

  メイキングオブ尼崎城 55 インチ液晶モニタ 1  台 

    ＨＤカードプレーヤ 1  台 
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  館内 BGM 音源用カードプレーヤ、アンプ 各 1  台 

    シーリングスピーカ 6  台 

■2 階附櫓 映像展示室 スクリーン 1  式 

  （ＶＲシアター） DLP レーザープロジェクタ 2  台 

    短焦点型ズームレンズ 2  台 

    ブライトサイン 2  台 

    アンプ 1  台 

    シーリングスピーカ 4  台 

■3 階天守 館内 BGM 音源用カードプレーヤ、アンプ 各 1  台 

    シーリングスピーカ 4  台 

■4 階天守 館内 BGM 音源用カードプレーヤ、アンプ 各 1  台 

    シーリングスピーカ 6  台 

■5 階天守 展望 タブレット 3  台 

  館内 BGM 音源用カードプレーヤ、アンプ 各 1  台 

    シーリングスピーカ 6  台 

※現時点の内容で今後変更となることがある。 
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２ 尼崎城天守清掃管理業務仕様書 

１ 目的 

この業務は、尼崎城天守について、良好な環境を維持し、利用者が常に快適に利用できるよ

う、清掃業務を行うことを目的とする。 

２ 業務時間 

⑴ 日常清掃  午前９時から午後５時まで（休城日は除く） 

⑵ 定期清掃  供用時間外 

３ 業務場所 尼崎城天守（以下「天守」という。） 

４ 業務内容 

 ⑴ 日常清掃 

   入城者が快適に天守を利用できるよう、常に清潔感を保持すること。なお、清掃時間につ

いては、入城者に支障がないよう配慮して実施すること。

① 床面、展示ケースのガラス等の清掃 

② 壁面及び建具の清掃 

③ 階段等の手摺の手入れ 

④ 階段のすべり止め等の清掃 

⑤ マット・紙屑・茶殻等の清掃 

⑥ 便所・洗面所・流し等の清掃 

⑦ 消耗品の補充（トイレットペーパー等は必要に応じて補充すること。） 

⑧ 紙屑等の回収・搬出（施設から発生するゴミは、資源ごみのリサイクル化に努めるとと

もに、関係法令に基づき適正に処理すること） 

⑨ 雨天時等の対応 

⑩ 各フロアの備品拭き 

⑵ 定期清掃 

① 床のワックス塗布・研磨 

天守については３か月毎１回以上を基準として実施する。（実施日については双方協議に

よって定める）年１回以上剥離清掃を実施する。 

② タイルカーペットの洗浄 

天守については、タイルカーペットを年２回以上洗浄する。 

  ③ 窓ガラス（内・外）の清掃 

    年 3 回（実施日については双方協議によって定める） 
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④ 空調機・換気機器の清掃 

天守については、フィルターの清掃を年 2回以上実施する。 

⑶ その他市が必要と認める作業 

 

５ 清掃器材等について 

清掃器材及び消耗品については受注者が用意し、これに係る費用については、受注者の負担

とする。また、清掃器材等の保管場所は常に整頓しておくこと。             

以 上 
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３ 尼崎城址公園（一般園地）維持管理業務仕様書 

１ 目的 

この業務は、尼崎城址公園の一般園地部分について、良好な環境を維持し、利用者が常に快

適で安全に利用できるよう、植物管理、施設や遊具などの保守点検、清掃等を行うことを目的

とする。 

施設一覧については、「資料 5-3 尼崎城址公園一般園地施設一覧」のとおり 

２ 一般事項 

⑴ 法令等の遵守及び手続きの代行 

本仕様書で定める業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守するとともに、関係官公署

への必要な届出手続きは速やかに行い、手続きに係る経費については乙の負担とする。 

⑵ 施行管理 

乙は、年間維持管理計画を作成し、本市の承認を得たうえで、適切な時期・方法により適

正な施行管理を行うものとする。年間維持管理計画に変更が生じた場合は、市の承認を受け

ること。 

⑶ 作業用機械器具等 

作業用の機械器具、道具類は各作業に適したものを使用すること。 

⑷ 実施記録写真 

乙は作業毎に実施状況写真を撮影整理し、作業完了後、業務実施報告書に添付し、本市に

速やかに提出すること。 

⑸ 現場の安全 

① 作業実施時及び作業車の乗入れ時には、来園者や歩行者等に危険のないよう十分注意を

払い、危険防止のため作業エリアをバリケード等で囲い「作業中」であることを明示する

など、安全対策を講じること。 

② 作業施行にあたり、施設、樹木等に損傷を与えないよう十分注意し施行すること。万一

損傷した場合は、速やかに乙の負担で原形に復すること。 

③ 乙は、人身事故、災害又は第三者に損害を与える事故等が発生した場合、応急処置を講

じると共に事故発生の原因、経過及び事故による損害の内容等について、文書により遅滞

なく市に報告すること。 

⑹ 苦情・要望 

来園者の苦情及び要望には、迅速かつ適切に対処すること。 
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３ 維持管理業務 

⑴ 公園施設維持管理業務 

① 安全面、衛生面、機能面の確保に留意しながら各施設を適切に管理すること。 

② 日常的及び定期的な施設点検と補修修繕などの保守管理を適切に行うこと。 

③ 設備の故障等、緊急時には迅速に対応できる体制を確保すること。 

④ 小規模な補修等においても、来園者の安全確保に万全を期すこと。 

⑤ 舗装部においても必要に応じて除草を実施すること。 

⑥ 遊具については都市公園法施行規則第 3 条の 2 第 1 項第１号に基づく定期点検を１年に

1回を行い、点検結果を甲に報告すること。また、「都市公園における遊具の安全確保に関

する指針（改訂第２版）(平成 26 年 6 月国土交通省)」に基づき適正に管理し、利用者の安

全確保に万全を期すこと。 

⑵ 公園植栽管理業務 

① 植物の特性を踏まえ、除草、剪定、下枝切除、刈り込み、花壇管理、潅水、枯木撤去、

芝刈り、枯れ枝切除、病虫害防除、施肥など、植物の良好な生育に必要な作業を、最も適

切な時期や方法を選び実施すること。 

② 枯損木、危険木、枯枝の早期発見に努め、迅速かつ適切に除去すること。 

③ 剪定枝や枯損木、枯れ枝、草等の最終処分地は、尼崎市立クリーンセンターとする。 

⑶ 水景施設（堀）清掃管理業務 

① 水中モーターポンプ、電気回路、ろ過設備の点検整備を行うとともに、付属消耗品等の

交換を随時行い、適切な管理を行うこと。 

② 次亜塩素酸注入装置において、適宜、次亜塩素酸の注入業務を行うこと。 

  ③ 随時、落ち葉や空き缶等、水面に浮いたごみ等の除去を行うとともに、定期清掃を行う

こと。なお、堀の水深については 15cm 程度を維持すること。 

 ⑷ 公園清掃管理業務 

① 公園内の落ち葉や紙類をはじめ、缶、ビン、ガラスびん等のごみを拾い集め、美観を保

持し、来園者が快適かつ安全に公園を利用できるように、適切に清掃を行うこと。 

② 行楽シーズンなどごみが多く発生する時期には、パッカー車の手配や臨時集積所の設置

など体制を整え対処すること。 

③ 便所内については、汚れや臭気が残らないよう清潔に保つとともに、必要に応じて殺菌

や消耗品の補充を行うこと。 

④ 作業遂行に必要な機材や消耗品等及び、廃棄物全般の処分にかかる費用は、乙の負担と
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する。 

 

４ 管理の水準 

維持管理の水準は、「資料 5-4 尼崎城址公園（一般園地）維持管理水準書」を参考に、乙の

創意工夫のもと効果的・効率的な方法及び頻度を検討し、良好な維持管理状態を保つこと。 

 

５ その他の留意事項 

⑴ 台風等の災害時には、緊急連絡体制に基づき公園利用者の安全を第一に考え、迅速かつ適

切な対応を行うこと。また、本市との連絡を密にし、災害情況を正確に報告するとともに、

本市の指示に従い、利用者の安全確保に努めること。 

⑵ 災害時等に、消化活動を円滑に行うために、消防ポンプ自動車が常時容易に接近すること

を妨げないよう、日常管理に留意すること。また、本市が訓練等を実施する際には協力する

こと。 

⑶ 本市が訓練等を実施する際には協力すること。 

⑷ 維持管理に伴って樹木本数や施設数量の増減が生じた場合は、数量調書等を更新すること。 

⑸ 本市から公園に関する調査や作業の指示等があった場合には、迅速、正確かつ誠実に対応

すること。その他、本市が実施・要請する事業に対しては協力すること。 

⑹ 上記に記載のない施設や設備（管理許可・占用許可物件を除く）についても、本市の指導

等に基づき、適切な保守点検、維持管理を行うこと。 

        以 上   


